
産後支援事業
助産師が出産後のお母さ んの心身の相談、 授乳（ 乳房マ ッ サー ジ等）や沐浴などの相談を 助産所等でお受けし

ます。

●対　 象　  産後4 か月未満（ 4 か月になる前日まで）のお母さ んおよびお子さ んで、 訪問や相談希望のある方

●方　 法　  実施助産所等（ 下記参照）にご予約のう え、 利用し てく ださ い。

●持ち物　  越谷市産後支援事業利用票（ 母子健康手帳別冊に入っ ています）、 母子健康手帳、 本

人確認書類（ マイ ナンバー カ ード 等）

●費　 用　  利用料は、 予約時に確認し てく ださ い。 市は、 そのう ち 1,000 円を助成し ます。  

なお、 お母さ ん 1 人1 回のみの利用です。

産後ケア事業「 はぐ 」
●内　 容　 助産師等による訪問・ 通所・ 宿泊のサービス

●対　 象　  越谷市に住所があり 、 産後ケアを必要と する以下に該当するお母さ んと 1 歳未満のお子さ ん 

・ 家族等から 十分な家事や育児の援助が受けら れない方　 ・ 出産後、 心身の不調や育児不安がある方 

・ 流産や死産等を経験さ れた方 

（ ただし 、 母子と も に入院加療が必要と 診断さ れていない方、 感染性疾患に罹患し ていない方） 

※申請の際に、 こ ども 家庭センタ ー保健師等がお話を伺います。

●申込み　 利用希望日のおおむね1 か月前までに、 こ ども 家庭センタ ー（ 市役所）にご相談く ださ い。

　 　 　 　 　（ 出産予定日の2 か月前から ご相談可能です）

※詳し く は、 市ホ ームペ ージをご確認く ださ い。

母子健康手帳の交付
●申請場所　 こ ども 家庭センタ ー（ 市役所）

●申請に必要なも の

マイナンバーカ ード または個人番号通知カ ード 、 本人確認書類（ ＊）

＊本人確認書類は次の（ 1）または（ 2）をお持ちく ださ い。

（ 1）1 点でよいも の

　  運転免許証、 パスポ ート 、 マイ ナンバー カ ード 、 写真付きの官公署発行の証明書・ 資

格者証等

（ 2）2 点必要なも の

　  資格確認書、 年金手帳・ 証書、 介護保険証、 学生証、 社員証、 官公署発行の証明書・

資格者証等

※外国籍の方は在留カ ード も お持ちく ださ い。

※母子健康手帳の交付対象者は越谷市に住民票がある方のみです。

　 転入さ れた方は、 妊婦健康診査等助成券の差し 替えが必要と なり ます。

※ 面談（ 30 分程度）をさ せていただきますので、 時間に余裕をも っ てお越し く ださ い。

※詳し く は、 市ホ ームペ ージをご確認く ださ い。

妊婦支援給付金について
妊婦の産前産後における身体的・ 精神的・ 経済的な負担を 軽減し 、 妊婦や胎児であるこ

ども の保健及び福祉の向上に寄与するこ と を目的と し て、妊婦に対し 給付金を支給し ます。

妊娠から 出産・ 子育て期まで切れ目なく 相談に応じ る妊婦等包括相談支援事業（ 伴走型相

談支援）と 一体的に実施するこ と で、 妊産婦への効果的な支援につなげます。

妊産婦健康診査等、新生児聴覚スクリ ーニング検査 （ 助成券が利用できる

 医療機関について）

埼玉県内のほと んどの産婦人科および、 栃木県･茨城県・ 群馬県・ 千葉県・ 東京都・ 神奈

川県内の委託医療機関であれば使用でき ます。 医療機関の窓口または、 こ ども 家庭セン

タ ー（ 市役所）にお問い合わせく ださ い。

※ 委託医療機関以外で受診さ れる場合は、 助成券は使えません。  

越谷市妊産婦健康診査等費用助成制度をご利用く ださ い。

※詳し く は、 市ホ ームペ ージをご確認く ださ い。

越谷市妊産婦健康診査等費用助成制度
●助成の対象になる方

　  妊産婦健康診査・ 新生児聴覚スク リ ー ニング検査当日に越谷市に住民票のある方で、

妊産婦健康診査・ 新生児聴覚スク リ ー ニング検査対象者のう ち、 助成券を使用せずに

健診・ 検査を受け、 自己負担があっ た方（ 国内の医療機関に限る）

●助成金額

　  妊産婦健康診査・ 新生児聴覚スクリ ー ニング検査費用の自己負担分（ 上限あり ）

●申請期間

　 出産後1 年未満（ お子さ んの1 歳の誕生日の前日まで）

※ 申請に必要なも の及び助成金交付までの流れについては、 市ホ ームペ ー

ジをご確認く ださ い。

1 か月児健康診査
●対　 　 象　 原則、 出生後27 日を超え、 生後6 週に達し ない乳児

●実施場所　 越谷市委託医療機関

●通　 　 知　  妊娠6 ～ 7 か月頃に送付するアンケ ート に同封し ます。

※ 委託医療機関外で受診し た場合は、 費用助成制度をご利用く ださ い。

※詳し く は、 市ホ ー ムペ ージをご確認く ださ い。

妊産婦・ 新生児訪問
助産師・ 保健師が訪問し 、 赤ち ゃ んの身長・ 体重測定や母乳、 育児などのご相談をお受

けし ます。 また、 母子保健サービスなどの紹介も し ています。 訪問は無料です（ 1 回）。

●対象　 生後4 か月未満（ 4 か月になる前日まで）の赤ち ゃ んと お母さ ん全員

●方法　  母子健康手帳別冊にある『 出生連絡票』（ 緑色はがき サイ ズ）を 事前にご記入の

う え、 出生届の際、 市役所または北部・ 南部出張所に提出し てく ださ い。

※ 越谷市外に里帰り さ れている方は、 ご自宅に戻ら れた後、 期間内であれ

ば訪問できます。 出生連絡票を記入し 、 こ ども 家庭センタ ー（ 市役所）ま

で郵送し てく ださ い。 また、 里帰り 先で訪問を 希望する場合は、 こ ども

家庭センタ ー（ 市役所）へお問い合わせく ださ い。

※詳し く は、 市ホ ームペ ージをご確認く ださ い。

こ ども 家庭センタ ー（ 越谷市役所第二庁舎2 階）
●住　 　 所　 〒343 ｰ8501　 越谷市越ヶ 谷4-2-1　
●問い合わせ先　 ☎048-963-9179（ 直通）

妊産婦歯科健康診査
●対　 　 象　 健診当日に越谷市に住民票のある妊産婦の方（ 健診当日に転出し た場合は、 対象外です）

●健診時期　 妊娠中および出産後お子さ んの1 歳の誕生日の前日まで

●方　 　 法　  市内の実施医療機関（ 7 ペ ー ジ参照）にご予約のう え、 受診し てく ださ い。

●持 ち  物　  越谷市妊産婦歯科健康診査受診票（ 母子健康手帳別冊に入っ ています）、 母子健康手帳、 本人確

認書類（ マイ ナンバー カ ード 等）

●費　 　 用　 妊婦・ 産婦各1 回無料（ 検査、 歯石除去、 治療などは含みません）

実施助産所等一覧

助産師名 住所 電話番号
産後
支援
事業

産後ケア

訪問 宿泊 通所

あごら 助産院
渡辺 セイ

越谷市瓦曽根1-11-13 0 4 8 -9 6 0 -4 7 7 7 〇 〇 〇 〇

瀧田助産院
瀧田 洋子

越谷市花田2-17-4 0 4 8 -9 6 4 -3 6 6 4 〇 〇 〇

牧岡マタ ニテ ィ ハウス
牧岡 晴美

越谷市大間野町1-35-12 0 8 0 -6 5 5 3 -3 9 2 4 〇 〇 〇 〇

まちの助産婦
横井 聖美

越谷市レイク タ ウン 8-11-1
レイク タ ウンオ ーク ラビル401

0 4 8 -9 4 8 -7 1 0 3 〇 〇

さ と う 母乳育児相談室
佐藤 康世

越谷市南越谷2-2-12-402 0 4 8 -9 9 3 -4 4 0 8 〇

みなみ助産院
染谷 修子

北葛飾郡松伏町下赤岩294-2 0 9 0 -6 9 3 9 -6 8 9 6 〇 〇

天羽助産院
山本 亜彩子

越谷市袋山453-13 0 8 0 -4 2 4 9 -0 0 5 7 〇 〇

と かど訪問助産院
永山 沙織

越谷市蒲生2-14-48-5 0 9 0 -8 0 3 9 -5 4 1 9 〇 〇

ゆう 助産院
松山 亜紀奈

越谷市赤山町1-310-9 0 8 0 -12 6 4 -4 5 9 5 〇 〇

（ R8.4.1 時点）

越谷市認可 小規模保育園

みらいほいく えん

大袋
駅前園

北越谷
西口園

北越谷
東口園

越 谷 園実施園

よく 遊び
よく 食べ
よく 眠る
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対　 象 妊娠16 週から 28 週の妊婦と パート ナ ー　 ※初めて出産さ れる方優先

定　 員 24 組（ 先着順）

内　 容

3 日間で 1 コ ース　 ※共働きの方は、 3 日目（ 土曜日）のみの参加可（ 16 組）

1 日目 オリ エンテ ーシ ョ ン・ 歯科保健

2 日目 妊娠中～産後の生活、 妊娠中の栄養

3 日目
（ 土曜日）

沐浴実習・ 新生児の保育・ 妊婦体験（ パート ナ ー）

※3 日目は2 人1 組でご参加く ださ い（ 原則）

時　 間

1 日目 午後1 時30 分～ 3 時

2 日目 午後1 時30 分～ 4 時

3 日目
（ 土曜日）

（ 午前の部）午前9 時45 分～ 11 時

（ 午後の部）午後1 時30 分～ 2 時45 分

※「 午前の部」と「 午後の部」は同じ 内容です。

持ち物
〈 3 日間共通〉母子健康手帳・ 筆記用具・ こ し がやプレママノ ート
〈 2 日目のみ〉バスタ オル

会　 場 保健センタ ー

申込み

電子申請
※詳し く は市ホ ー ムペ ージをご覧く ださ い。
※対象出産予定日を超えての受講は安全上の理由により 、
　 ご遠慮いただいています。

母親学級・ 両親学級 予約制（ 先着順）

R S ウイ ルスワク チン（ 母子免疫ワク チン）
令和 8 年 4 月1 日より 開始

●対象　 接種当日に越谷市に住民票のある妊娠28 週0 日～ 36 週6 日までの妊婦

●実施医療機関　 受診券または市ホ ー ムペ ージから ご確認く ださ い。

●方法　  市内の実施医療機関にご予約のう え、 RS ウイ ルスワク チン受診券（ 母子

健康手帳交付時に配付。 令和8 年2 月28 日以前に妊娠の届け出をさ れた

対象の方には個別通知し ています。）母子健康手帳、 本人確認書類（ マイナ

ンバーカ ード や資格確認書等）を持っ て受診し てく ださ い。

●費用　 無料

●問い合わせ　 健康づく り 推進課（ 保健センタ ー）　 ☎048-960-1100

こ ども 家庭センタ ー（ 保健センタ ー）
●住　 所　 〒343 ｰ0023　 越谷市東越谷10-31

●問い合わせ先　 ☎048-961-8040

●対象　 生後4 ～ 5 か月の乳児・ 生後10 ～ 11 か月の乳児　 　 　 ●会場　 健（ 検）診・ 予防接種実施医療機関一覧で確認し てく ださ い。

●通知　 生後2 か月頃までに、 予防接種のご案内と 一緒に個別通知し ます。 通知をお持ちでない方はお問い合わせく ださ い。

※対象の期間を過ぎると 、 公費で受けるこ と ができ ません。 　 ※受診が確認でき ない場合、 こ ども 家庭センタ ー（ 保健センタ ー）から ご連絡さ せていただく こ と がございます。

乳幼児健康診査

●対象　 令和3 年4 月2 日以降生まれの幼児　 　 　 ●会場　 保健センタ ー

●通知　  満5 歳になる前月までに、『 5 歳児健康診査全員アンケ ート 』を 送付し ます。 必ずご回答お願いし ます。

アンケ ート の回答によ っ て、 後日5 歳児健康診査票を送付し ます。

※5 歳児健康診査は、 対象のお子さ ん全員が健診会場にお越し いただく 集団健診ではあり ません。

●日時　 アンケ ート 回答後、 個別にご案内し ます。 　 　 　 ●内容　 問診、 身体計測、 診察、 相談等

●会場　 保健センタ ー

●対象　 1 歳 7 か月～ 2 歳未満

月 実施日 対象と なるお子さ ん

令和8 年
4 月

17日㈮ 24日㈮ 27日㈪ 令和6 年8 月生

5 月 15日㈮ 19日㈫ 8 月～ 9 月生

6 月 12日㈮ 15日㈪ 26日㈮ 9 月～ 10 月生

7 月  7日㈫ 17日㈮ 24日㈮ 10 月～ 11 月生

8 月  7日㈮ 21日㈮ 24日㈪ 
令和6 年11 月～
令和7 年1 月生

9 月  4日㈮ 15日㈫ 令和7 年1 月生

10 月  6日㈫ 26日㈪ 1 月～ 2 月生

11 月  2日㈪ 13日㈮ 16日㈪ 2 月～ 3 月生

12 月  1日㈫ 14日㈪ 18日㈮ 3 月～ 4 月生

令和9 年
1 月

 8日㈮ 19日㈫ 29日㈮ 5 月～ 6 月生

2 月  2日㈫ 12日㈮ 22日㈪ 6 月～ 7 月生

3 月  5日㈮ 15日㈪ 7 月生

１ 歳６ か月児健康診査

●会場　 保健センタ ー

●対象　 3 歳 4 か月～ 4 歳未満

3 歳児健康診査

5 歳児健康診査

•  該当月の前月に日時等個別通知し ます。

•  対象日の来所が難し い方につきまし ては、 個別通知に記載し ている二次元コ ード から

日程振替をお申込みく ださ い。

•  転入前の自治体にて受診し た場合や、 医療機関で自己受診し た方など、 既に受診し てい

る場合は、 こ ども 家庭センタ ー（ 保健センタ ー）までご連絡く ださ い。

詳し い情報は

こ ちら の

二次元コ ー ド から

ご確認く ださ い。

1 歳 6 か月児・ 3 歳児健康診査 注意事項

発育・ 発達に心配のある乳幼児を対象に、 保健師・ 作業療法士・ 言語聴覚士・ 心理士・ 医

師による相談も 行っ ています。 詳し く はこ ども 家庭センタ ー（ 保健センタ ー）までお問い

合わせく ださ い。

お子さ んの発育・ 発達に心配がある方へ

コ ー ス 1 日目 2 日目 3 日目 対象出産予定日 申込期間

令和8 年
4 月

9 日㈭ 16 日㈭ 18 日㈯
令和8 年 
7 月12 日～9 月24 日

令和8 年 
3 月25 日～3 月30 日

5 月 7 日㈭ 12 日㈫ 16 日㈯ 8 月9 日～10 月22 日 4 月22 日～4 月27 日

6 月 18 日㈭ 24 日㈬ 27 日㈯ 9 月20 日～12 月3 日 6 月3 日～6 月8 日

7 月 16 日㈭ 22 日㈬ 25 日㈯ 10 月18 日～12 月31 日 7 月1 日～7 月6 日

9 月 3 日㈭ 10 日㈭ 12 日㈯
令和8 年　  令和9 年 
12 月6 日～2 月18 日

8 月19 日～8 月24 日

10 月 1 日㈭ 8 日㈭ 10 日㈯
令和9 年 

1 月3 日～3 月18 日
9 月16 日～9 月21 日

11 月 19 日㈭ 25 日㈬ 28 日㈯ 2 月21 日～5 月6 日 11 月4 日～11 月9 日

12 月 10 日㈭ 17 日㈭ 19 日㈯ 3 月14 日～5 月27 日 11 月25 日～11 月30 日

令和9 年
1 月

28 日㈭
2 月 

3 日㈬
6 日㈯ 5 月2 日～7 月15 日

令和9 年 
1 月13 日～1 月18 日

2 月 25 日㈭
3 月 

3 日㈬
6 日㈯ 5 月30 日～8 月12 日 2 月10 日～2 月15 日

4 か月児・ 10 か月児健康診査

月 実施日 対象と なるお子さ ん

令和8 年
4 月

10日㈮ 14日㈫ 20日㈪ 令和4 年11 月生

5 月 11日㈪ 22日㈮ 29日㈮ 12 月生

6 月  8日㈪ 19日㈮ 30日㈫
令和4 年12 月～
令和5 年1 月生

7 月  3日㈮ 13日㈪ 21日㈫
令和5 年1 月～
 2 月生

8 月  3日㈪ 17日㈪ 28日㈮ 2 月～ 3 月生

9 月  8日㈫ 18日㈮ 28日㈪ 4 月～ 5 月生

10 月  2日㈮ 13日㈫ 19日㈪ 5 月～ 6 月生

11 月  9日㈪ 20日㈮ 27日㈮ 6 月～ 7 月生

12 月  4日㈮  8日㈫ 21日㈪ 7 月～ 8 月生

令和9 年
1 月

12日㈫ 22日㈮ 25日㈪ 8 月生

2 月  5日㈮ 15日㈪ 26日㈮ 8 月～ 9 月生

3 月  2日㈫  8日㈪ 12日㈮ 9 月～ 10 月生

【 注意事項】健診・ 教室等は、利用日当日に越谷市に住民票がないと 受けら れません。利用日当日に転出し た場合は、対象外です。
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実施医療機関は4 ペ ージと 7 ペ ージの医療機関一覧に掲載し ています。こ ども の予防接種

特段の理由で保護者の同伴ができ ない場合、 接種する人の健康状態を普段か

ら 熟知する親族等（ 成人）が同伴するこ と は差し 支えあり ません。 ただし 、 委

任状の提出が必要になり ます。 委任状の書き 方については、 予診票綴にある

見本または市ホ ームペ ージをご覧く ださ い。

保護者の同伴について

予防接種を受けると き の注意事項

●持ち物　 母子健康手帳、 予防接種予診票

・  冊子「 予防接種と 子ども の健康」を必ず読み、 予防接種の効果や副反応などを 確

認し てく ださ い。

・  複数回接種するも のは、 接種間隔を守っ て接種し てく ださ い。

＊ 最新の予防接種の情報は、 広報こ し がやまたは市ホ ームペ ージ等でご確認く ださ い。

　  また、ご不明な点は、接種する前に健康づく り 推進課（ 保健センタ ー）にお問い合わせく ださ い。

〈 希望さ れる医療機関が埼玉県定期予防接種相互乗り 入れ制度

の協力医療機関の場合〉

手続きは不要です。

〈 希望さ れる医療機関が埼玉県外または上記以外の場合〉

越谷市が発行する予防接種依頼書（ 事前申請）が必要です。 詳細

につきまし ては健康づく り 推進課までお問い合わせく ださ い。

実施医療機関以外で接種する方

自由計測日・ 離乳初期
＊同じ 日に開催し ています

離乳中期
7～8か月頃

離乳後期
9～11か月頃

離乳完了期
12～18か月頃

幼児食
1歳半～3歳前

令和8 年4 月  7 日㈫　 27 日㈪ 10 日㈮

5 月 25 日㈪ 15 日㈮ 11 日㈪ 29 日㈮

6 月 15 日㈪ 22 日㈪

7 月  7 日㈫　 30 日㈭ 28 日㈫ 13 日㈪

8 月 24 日㈪ 17 日㈪ 7 日㈮

9 月 15 日㈫ 4 日㈮ 8 日㈫

10 月  6 日㈫　 26 日㈪ 13 日㈫

11 月 16 日㈪ 13 日㈮ 9 日㈪

12 月 14 日㈪ 21 日㈪ 1 日㈫

令和9 年1 月  8 日㈮　 29 日㈮ 25 日㈪ 12 日㈫

2 月 22 日㈪ 2 日㈫ 15 日㈪

3 月 15 日㈪ 5 日㈮ 2 日㈫

自由計測日 ＊予約不要　

●時　 間　 午前9 時30 分～ 11 時15 分

●会　 場　 保健センタ ー プレ イ ルーム

●内　 容　  お子さ んの身長と 体重を自由に

計測できます

●対　 象　 0歳～5歳く らいまでのお子さ ん

●申込み　 不要、 当日直接会場へ

●会　 場　 保健センタ ー

●申込み　  市ホ ームペ ージ内のリ ンク から  

予約システムへ

●持ち物　 母子健康手帳、 バスタ オル

乳幼児育児・ 栄養相談 ＊予約制、 先着順

育 児 相 談 栄 養 相 談

内　 容
保健師による相談

身体測定
栄養士による相談

身体測定

時　 間 午前9 時～ 11 時、 午後1 時～ 3 時

令和8 年4 月 9 日㈭　 　 　 22 日㈬　 　 　 30 日㈭ 9 日㈭

5 月 14 日㈭　 　 　 21 日㈭　 　 　 27 日㈬ 14 日㈭

6 月 3 日㈬　 　 　 11 日㈭　 　 　 25 日㈭ 3 日㈬

7 月 1 日㈬　 　 　  9 日㈭　 　 　 22 日㈬ 1 日㈬

8 月 5 日㈬　 　 　 20 日㈭　 　 　 26 日㈬ 5 日㈬

9 月 17 日㈭　 　 　 24 日㈭　 　 　 30 日㈬ 17 日㈭

10 月 15 日㈭　 　 　 22 日㈭　 　 　 28 日㈬ 15 日㈭

11 月 4 日㈬　 　 　 12 日㈭　 　 　 25 日㈬ 4 日㈬

12 月 2 日㈬　 　 　 16 日㈬　 　 　 23 日㈬ 2 日㈬

令和9 年1 月 14 日㈭　 　 　 21 日㈭　 　 　 27 日㈬ 14 日㈭

2 月 3 日㈬　 　 　 18 日㈭　 　 　 24 日㈬ 3 日㈬

3 月 3 日㈬　 　 　 11 日㈭　 　 　 18 日㈭ 3 日㈬

※12/16は午前中のみ

教室・ 相談のご案内 

●時　 間　 午前10 時～ 11 時

●会　 場　 保健センタ ー

●対　 象　  4 か月頃～ 3 歳前のお子さ んと 保護者

（ 保護者のみも 可）

●申込み　  市ホ ームペ ージ内のリ ンク から 予約 

システムへ

離乳食教室 ＊予約制、 先着順

【 注意事項】接種当日に越谷市に住民票がない場合（ 接種当日の転出も 含む） は、公費負担で接種できませんので、ご注意く ださ い。

離乳食教室

ホームページ

育児相談

ホームページ

栄養相談

ホームページ

〈 越谷市における定期予防接種〉　 ■注射生ワク チン　 ※注射生ワク チンと 注射生ワク チンの間は、 27 日以上の間隔をおかなければ接種でき ません。

予防接種の種類 回数 接種間隔 対象者 備考

ロタ
ロタ リ ッ ク ス（ 1 価） 2 回 27 日以上の間隔をあけて 2 回接種 出生6 週0 日～出生24 週0 日まで どちら のワク チンも 、 初回は出生

14 週6 日までに接種し ます。ロタ テ ッ ク（ 5 価） 3 回 27 日以上の間隔をあけて 3 回接種 出生6 週0 日～出生32 週0 日まで

B 型肝炎 3 回
27 日以上の間隔をあけて 2 回接種
1 回目から 139 日以上の間隔をおいて 3 回目を接種

1 歳に至るまで

※ H Bs 抗原陽性の母親から 生まれ、
健康保険により B 型肝炎ワク チン
の投与を 受けた場合は定期予防
接種の対象外です。

小児用肺炎球菌

初回 3 回 27 日以上の間隔をおいて 3 回接種 生後2 か月～生後7 か月に至るまでに開始

追加 1 回
生後12 か月から 15 か月に至るまでの間に、 3 回目
の接種後60 日以上の間隔をおいて接種

生後60 か月（ 5 歳）に至るまで

BCG 1 回 1 歳に至るまで

5 種混合（ DPT-IPV-H ib ）
ジフテリア・ 百日せき
破傷風・ ポリオ・ ヒブ

1 期初回 3 回 20 日～ 56 日の間隔をおいて 3 回接種
生後2 か月～生後90 か月（ 7 歳6 か
月）に至るまで

※  4 種混合で接種を 開始し た場合は、
不足分を 5 種混合で接種する こ と
ができます。1 期追加 1 回 1 期初回3 回目終了後6 か月から 1 年半の間に接種 生後90 か月（ 7 歳6 か月）に至るまで

水痘 2 回 1 回目接種後、 6 か月～ 12 か月までの間隔をおいて接種
生後12 か月～生後36 か月（ 3 歳）に
至るまで

※水痘に罹患し た場合は対象外です。

麻し ん風し ん混合
（ MR）

1 期 1 回
生後12 か月～生後24 か月（ 2 歳）に
至るまで

2 期★ 1 回 令和9 年3 月31 日までに接種 令和2 年4 月2 日～令和3 年4 月1 日生まれ 接種対象時期に個別通知

日本脳炎

1 期初回 2 回 6 日～ 28 日の間隔をおいて 2 回接種
生後6 か月～生後90 か月（ 7 歳6 か
月）に至るまで

平成19 年4 月1 日以前に生ま れた
方は、 20 歳の誕生日の前日ま で、
1 期、2 期を定期とし て接種できます。1 期追加 1 回 1 期初回2 回目終了後おおむね1 年の間隔をおいて接種 生後90 か月（ 7 歳6 か月）に至るまで

2 期★ 1 回 1 期追加終了後 9 歳～ 13 歳の誕生日の前日まで 接種対象時期に個別通知

2種混合（ DT）2期★ 1 回 11 歳～ 13 歳の誕生日の前日まで 接種対象時期に個別通知

ヒト パピロ ーマウイルス（ 子宮頸がん予防）★ 3 回 定めている接種間隔を守り 、 ２ 回または３ 回接種  小学6 年生～高校1 年生相当の女子
 標準的な接種時期（ 中学1 年生）に個
別通知

★印の予防接種は、 接種対象時期に個別通知し ます。 それ以外の予防接種は、 生後２ か月になる頃に乳児健康診査票等と あわせて予防接種綴
つづり

を送付し ます。

詳し く は「 予防接種と 子ど も の健康」
をお読みく ださ い。

※接種開始が遅れた場合回数が異なり ます

＊月齢は目安です。 進み具合に応じ てお申し 込みく ださ い

健康づく り 推進課（ 保健センタ ー）
●住　 　 所　 〒343 ｰ0023　 越谷市東越谷10-31　
●問い合わせ先　 ☎048-960-1100

出生後９ か月までのお子さ んは、 転入し た翌月の上旬に予防接種予診票及び乳児健康診査の

お知ら せを送付し ます。

出生後10 か月以降のお子さ ん、 または、 出生後9 か月までのお子さ んで接種

をお急ぎの方は、 市内実施医療機関に備え付けの予診票を使用し て予防接種を

受けるこ と ができます。 接種の際は、「 整理番号」が必要になり ます。 事前に右

記の二次元コ ード から 電子申請で「 整理番号」を取得し てく ださ い。

※ 返信には、 おおむね一週間かかり ます。 お急ぎの場合は健康づく り 推進課までお電話く ださ い。

転入さ れた方
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